
 

障がいのある職員の支援体制イメージ図 

 

 

 

◎ 職場（事務局、道立学校、市町村立小中学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※外部機関：労働局や公共職業安定所に配置される職場適応支援者等 

障がいのある職員の支援体制 

日常的なサポートの例：移動の介助や筆記の補助、会話のスピードや筆談を交えるなどの 

コミュニケーション上の配慮、配席や資料の配置方法の工夫 など 

【職場におけるサポート】 

 

 

 

 

 

        

外部機関（※） 

日常生活や 

症状の相談 ◎各教育局 

 

 

 

 

 

 

連携 

・所属職員及び管轄する学校からの相談対応   

・本庁等と連携 

◎本  庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携 

指導・助言 

・所属職員等からの相談対応 

・各教育局及び関係機関と連携 

・障害者職業生活相談員に対する助言等 

連携 

業務や職業生活に関する 

相談や日常的なサポート 

上司・同僚 

【相談窓口（障害者職業生活相談員）】 

【相談窓口（障害者職業生活相談員）】 

職場内で解決しない問題等の相談 

【人材育成】 

 ・支援体制の強化のため、管理職員等を対象にセミナー等を開催 

・障がいに関する理解促進のため、研修を実施するなどして意識啓発 

 

 

障がいのある職員 


